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楽天グループ株式会社 

 



2025年 11月 10日 

 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

 

楽天グループ株式会社（以下「当社」といいます。）は、2025年 10月 29日付で楽天

マート株式会社、楽天チケット株式会社、楽天カー株式会社及び株式会社 Monzen 

Corporation Japan（以下総称して「消滅会社ら」といいます。）との間で締結した吸

収合併契約書に基づき、2026年１月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会

社、消滅会社らを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」といいま

す。）を行うことといたしました。本件吸収合併に関し、会社法第 794 条第１項及び

同法施行規則第 191条に定める事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収合併契約の内容 

（会社法第 794条第１項） 

 

2025 年 10 月 29 日付で当社と消滅会社らがそれぞれ締結した吸収合併契約書は

別紙１から別紙４のとおりです。 

 

２．吸収合併対価の相当性に関する事項 

（会社法施行規則第 191条第１号） 

 



 

本件吸収合併に際しては、株式その他の金銭等の交付は行わないことといたしま

した。本件吸収合併の効力が発生する時点において、当社は消滅会社らの発行済

株式のすべてを保有する親会社であることから、かかる取扱いは相当と考えてお

ります。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権に関する事項 

（会社法施行規則第 191条第２号） 

 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社に関する事項 

（会社法施行規則第 191条第３号） 

 

消滅会社らの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙５から別紙８のとおりです。 

なお、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

 

５． 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

（会社法施行規則第 191条第５号） 

 

当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は以下のとおりです。 

 

① 当社は、2025 年７月 29 日に、無担保社債（サステナビリティボンド）総額

30,000百万円の発行を実施しました。 



 

 

② 当社は、2025 年８月４日に、無担保社債 130,000 百万円の発行を実施しまし

た。 

 

③ 当社は、2025 年 10 月 23 日に、利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社

債（清算型倒産手続時劣後特約付）82,000百万円の発行を実施しました。 

 

６． 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

（会社法施行規則第 191条第６号） 

 

本件吸収合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが

見込まれます。また、本件吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フロー

の状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ

予測されていません。従い、本件吸収合併後における当社の債務について履行の

見込みがあると判断いたします。 

以上



別紙１ 

楽天マート株式会社 合併契約書 

 

吸 収 合 併 契 約 書 
 

 

 楽天グループ株式会社（以下「甲」という。）と楽天マート株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、両社の合併に関して次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第１条（合併の方法） 

１. 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する（以

下「本合併」という。）。 

２. 本合併にかかる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下

のとおりである。 

（１） 吸収合併存続会社 

商号 楽天グループ株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

（２） 吸収合併消滅会社 

商号 楽天マート株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

 

第２条（本合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項） 

 甲は、本合併の効力が発生する時点において、乙の発行済株式のすべてを所有してい

るため、本合併に際して、株式の発行・割当て、金銭等の対価の交付を行わない。 

 

第３条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

 甲は、本合併に際し、資本金及び準備金を増加しないものとする。 

 

第４条（効力発生日） 

 本合併の効力発生日は、2026 年１月１日とする。ただし、当該日までに第９条の条

件を満たさないときは、当該条件を満たした日を効力発生日とし、また、合併手続の進

行に応じ、必要があるときは、甲及び乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条（吸収合併の承認） 

１. 甲は、会社法第 796 条第２項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

２. 乙は、会社法第 784 条第１項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

 

第６条（権利義務の承継） 

 乙は、その所有する一切の資産、債務及び権利義務を効力発生日に甲に引継ぎ、甲は、

これを承継する。 

 

第７条（善管注意義務） 

 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者としての注意をも

ってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産を管理するものとし、その財産及び権利



 

義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙協議の上これを実

行する。 

 

第８条（甲の従前の役員） 

 甲は、本合併に際し新たに取締役及び監査役を選任しない。 

 

第９条（効力の発生） 

 甲は、本合併の効力発生までに①会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併の条件

を充足し、かつ、②乙の発行済株式の全部を取得するものとし、本合併は、これらの条

件を充足することを条件として効力を発生する。 

 

第１０条（事情変更） 

 本契約締結の日から効力発生日までにおいて、天変地異その他の事由により、甲又は

乙の財産又は経営状態に重大な変更が生じた場合には、甲及び乙協議の上、合併条件そ

の他の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第１１条（協議事項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲及び

乙協議の上、これを決定する。 

（以下、本頁余白） 

 

 

  



 

 

 以上、本契約の締結を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲がその

原本を保有し、乙はその写しを保有する。 

 

 

2025 年 10 月 29 日 

 

 

甲   東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

  

 

乙   東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天マート株式会社 

代表取締役 盧 誠錫 

 

 



別紙２ 

楽天チケット株式会社 合併契約書 

 

吸 収 合 併 契 約 書 
 

 

 楽天グループ株式会社（以下「甲」という。）と楽天チケット株式会社（以下「乙」と

いう。）とは、両社の合併に関して次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。 

 

 

第１条（合併の方法） 

３. 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する（以

下「本合併」という。）。 

４. 本合併にかかる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下

のとおりである。 

（１） 吸収合併存続会社 

商号 楽天グループ株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

（２） 吸収合併消滅会社 

商号 楽天チケット株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

 

第２条（本合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項） 

 甲は、乙の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式の発行・

割当て、金銭等の対価の交付を行わない。 

 

第３条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

 甲は、本合併に際し、資本金及び準備金を増加しないものとする。 

 

第４条（効力発生日） 

 本合併の効力発生日は、2026 年１月１日とする。ただし、当該日までに第９条の条

件を満たさないときは、当該条件を満たした日を効力発生日とし、また、合併手続の進

行に応じ、必要があるときは、甲及び乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条（吸収合併の承認） 

３. 甲は、会社法第 796 条第２項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

４. 乙は、会社法第 784 条第１項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

 

第６条（権利義務の承継） 

 乙は、その所有する一切の資産、債務及び権利義務を効力発生日に甲に引継ぎ、甲は、

これを承継する。 

 

第７条（善管注意義務） 

 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者としての注意をも



 

ってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産を管理するものとし、その財産及び権利

義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙協議の上これを実

行する。 

 

第８条（甲の従前の役員） 

 甲は、本合併に際し新たに取締役及び監査役を選任しない。 

 

第９条（効力の発生） 

 甲は、本合併の効力発生日までに会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併の条件

を充足しなければならないものとし、本合併は、当該条件を充足することを条件として

効力を発生する。 

 

第１０条（事情変更） 

 本契約締結の日から効力発生日までにおいて、天変地異その他の事由により、甲又は

乙の財産又は経営状態に重大な変更が生じた場合には、甲及び乙協議の上、合併条件そ

の他の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第１１条（協議事項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲及び

乙協議の上、これを決定する。 

 

 

 

 

 

 以上、本契約の締結を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上甲がその原

本を保有し、乙はその写しを保有する。 

 

 

 

2025 年 10 月 29 日 

 

 

甲   東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

 

 

乙   東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天チケット株式会社 

代表取締役 梅本 悦郎 

 

  



別紙３ 

楽天カー株式会社 合併契約書 

 

吸 収 合 併 契 約 書 
 

 

 楽天グループ株式会社（以下「甲」という。）と楽天カー株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、両社の合併に関して次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第１条（合併の方法） 

５. 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する（以

下「本合併」という。）。 

６. 本合併にかかる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下

のとおりである。 

（１） 吸収合併存続会社 

商号 楽天グループ株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

（２） 吸収合併消滅会社 

商号 楽天カー株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

 

第２条（本合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項） 

 甲は、乙の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式の発行・

割当て、金銭等の対価の交付を行わない。 

 

第３条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

 甲は、本合併に際し、資本金及び準備金を増加しないものとする。 

 

第４条（効力発生日） 

 本合併の効力発生日は、2026 年１月１日とする。ただし、当該日までに第９条の条

件を満たさないときは、当該条件を満たした日を効力発生日とし、また、合併手続の進

行に応じ、必要があるときは、甲及び乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条（吸収合併の承認） 

５. 甲は、会社法第 796 条第２項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

６. 乙は、会社法第 784 条第１項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

 

第６条（権利義務の承継） 

 乙は、その所有する一切の資産、債務及び権利義務を効力発生日に甲に引継ぎ、甲は、

これを承継する。 

 

第７条（善管注意義務） 

 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者としての注意をも

ってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産を管理するものとし、その財産及び権利



 

義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙協議の上これを実

行する。 

 

第８条（甲の従前の役員） 

 甲は、本合併に際し新たに取締役及び監査役を選任しない。 

 

第９条（効力の発生） 

 甲は、本合併の効力発生日までに会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併の条件

を充足しなければならないものとし、本合併は、当該条件を充足することを条件として

効力を発生する。 

 

第１０条（事情変更） 

 本契約締結の日から効力発生日までにおいて、天変地異その他の事由により、甲又は

乙の財産又は経営状態に重大な変更が生じた場合には、甲及び乙協議の上、合併条件そ

の他の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第１１条（協議事項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲及び

乙協議の上、これを決定する。 

 

 

 

 

 

 以上、本契約の締結を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上甲がその原

本を保有し、乙はその写しを保有する。 

 

 

2025 年 10 月 29 日 

 

 

甲 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

 

 

乙 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天カー株式会社 

代表取締役 大崎 周二郎 

 



別紙４ 

株式会社 Monzen Corporation Japan 合併契約書 

 

吸 収 合 併 契 約 書 
 

 

 楽天グループ株式会社（以下「甲」という。）と株式会社 Monzen Corporation Japan

（以下「乙」という。）とは、両社の合併に関して次のとおり契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

 

第１条（合併の方法） 

７. 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する（以

下「本合併」という。）。 

８. 本合併にかかる吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下

のとおりである。 

（１） 吸収合併存続会社 

商号 楽天グループ株式会社 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

（２） 吸収合併消滅会社 

商号 株式会社 Monzen Corporation Japan 

住所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

 

第２条（本合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項） 

 甲は、乙の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式の発行・

割当て、金銭等の対価の交付を行わない。 

 

第３条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

 甲は、本合併に際し、資本金及び準備金を増加しないものとする。 

 

第４条（効力発生日） 

 本合併の効力発生日は、2026 年１月１日とする。ただし、当該日までに第９条の条

件を満たさないときは、当該条件を満たした日を効力発生日とし、また、合併手続の進

行に応じ、必要があるときは、甲及び乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条（吸収合併の承認） 

７. 甲は、会社法第 796 条第２項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

８. 乙は、会社法第 784 条第１項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で合併する。 

 

第６条（権利義務の承継） 

 乙は、その所有する一切の資産、債務及び権利義務を効力発生日に甲に引継ぎ、甲は、

これを承継する。 

 

第７条（善管注意義務） 

 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者としての注意をも



 

ってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産を管理するものとし、その財産及び権利

義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙協議の上これを実

行する。 

 

第８条（甲の従前の役員） 

 甲は、本合併に際し新たに取締役及び監査役を選任しない。 

 

第９条（効力の発生） 

 甲は、本合併の効力発生日までに会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併の条件

を充足しなければならないものとし、本合併は、当該条件を充足することを条件として

効力を発生する。 

 

第１０条（事情変更） 

 本契約締結の日から効力発生日までにおいて、天変地異その他の事由により、甲又は

乙の財産又は経営状態に重大な変更が生じた場合には、甲及び乙協議の上、合併条件そ

の他の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第１１条（協議事項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲及び

乙協議の上、これを決定する。 

 

 

 

 

 

 以上、本契約の締結を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上甲がその原

本を保有し、乙はその写しを保有する。 

 

 

 

2025 年 10 月 29 日 

 

 

甲 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

 

 

乙 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 

株式会社 Monzen Corporation Japan 

代表取締役   加藤 達也 

 



別紙５ 

楽天マート株式会社 計算書類等 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



別紙６ 

楽天チケット株式会社 計算書類等 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



別紙７ 

楽天カー株式会社 計算書類等 

 

 

第 10期 
 

 

事 業 報 告 
 

 

 

 自 令和 6年 1月 1日 

 至 令和 6年 12月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽天カー株式会社 

 

東京都世田谷区玉川一丁目 14番１号 



 

Ⅰ．企業の現況に関する事項 

 

1．事業の概況 

① 事業の経過および成果 

当社が属する自動車業界においては普通車の新車登録台数 2,523,105 台（前

年同期比 95.2%）、中古車登録台数 3,197,837台（前年同期比 103.0%）（出典：一

般社団法人日本自動車販売協会連合会）となり、新車は 2023年のプラス成長か

ら後退、中古車は 2023年に引き続きプラス成長となりました。 

 また中古車買取においては、最大手の業者間オークション会社である USS 社

での年間平均売買成約率は 68.2%に伸長し、前年同期の 61.3%から回復傾向とな

りました。（出典：USS社） 

 そのような中、当社は収益性の低さが課題となり、売上高 3,267.4百万円、経

常損失 201.6百万円と年間赤字となっております。 

 

② 設備投資の状況 

 

当期において実施した設備投資はございません。 

 

③ 資金調達の状況 

 

2024年 12月に楽天グループ CMSを利用し資金調達を実施しております。

年度末残高 2,060百万円。 

 

④ 会社が対処すべき課題 

 

2024 年は外部環境リスクへの耐性強化と今後の飛躍的な事業拡大を見据えた基

盤整備を行い、基盤構築は進展したものの収益性の低さを露呈し成長が鈍化し

ております。次期につきましては収益性を確保するため、ユーザー獲得における

構造の改革とビジネスモデルの転換に向け、以下をおこなってまいります。 

 

 ユーザー獲得構造の改革 

1. 潜在層に常時リーチ可能な「ストック型」モデルへの移行 

 ビジネスモデルの改革 

1. 相場見込み・申込みサポート・車両検査導入等における AI化

を通じた収益構造の改善 

2. バイヤーの多様化とセラー折衝の強化による高収益性の実現 



 

 

 

 

 

2．財産および損益の状況の推移 

区     分 
令和 3年度 

第 7期 

令和 4年度 

第 8期 

令和 5年度 

第 9期 

令和 6度 

第 10期 

売 上 高 (千円) 4,062,253 3,608,786 3,431,337 3,267,481 

経 常 損 益 (千円) △110,454 6,067 △220,527 △201,660 

当 期 純 損 益 (千円) △111,405 5,116 △221,477 △172,050 

１ 株 当 た り 
当 期 純 損 益 

( 円 ) △10,745.10 493.50 △21,361.67 △16,594.41 

総 資 産 (千円) 474,794 1,303,282 1,961,806 1,890,673 

純 資 産 (千円) △335,851 △330,735 △552,212 △724,263 

 

3．主要な事業所 

名称 所在地 

本社 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス 

 

4．従業員の状況 

区分 従業員数 

計 17人 

   ※ 使用人兼務役員を含む。当社から社外への出向者を除き、社外から当社へ

の出向者を含む。派遣社員は含まない。 

 

 

5．重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

当社の親会社は楽天グループ株式会社であり、同社は当社の株式を

10,368株（出資比率 100％）保有しています。 

 

② 子会社の状況 

        該当事項はございません。 

 



 

6.その他株式会社の現況に関する重要な事項 

該当事項はございません。 

 

 Ⅱ．会社の状況に関する事項 

 

1. 株式に関する事項 

① 発行可能株式総数   普通株式 100,000株 

② 発行済株式の総数   普通株式 10,368株 

③ 当事業年度末の株主数 1名 

④ 上位 10名の株主 

     当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 

株    主    名 持 株 数          議決権比率 持 株 数          出資比率 

 

楽天グループ株式会社 

          株 

 10,368  

    ％ 

100 

          株 

－ 

        ％ 

   － 

 

2. 会社役員に関する事項（令和 6年 12月 31日時点） 

地位 氏名 担当 重要な兼職の状況 

代表取締役 大崎 周二郎 取締役社長 楽天グループ株式会社コマース＆

マーケティングカンパニーオート

事業部ジェネラルマネージャー 

取締役 龍瀬 智哉   モビリティ第一本部 

Light Vehicle ソリューション事

業部アジア事業室長 

取締役 岡本 浩司  楽天グループ株式会社オート事業

部カーライフ事業課楽天 Car 大

学室室長 

取締役 兼平 辰也  楽天グループ株式会社コマース&

マーケティングカンパニーレジャ

ープロダクト部 ジェネラルマネ

ージャ 

監査役 川島 宏司  楽天グループ株式会社コマース&

マーケティングカンパニーコマー

ス経理部ジェネラルマネージャー 

 

注 1 2024 年 12 月 31 日付にて次の通り取締役の異動がありました。 
取締役 龍瀬 智哉 辞任 



 

注 2 2025 年１月１日付にて次の通り取締役の異動がありました。 
取締役 岡本 浩司 辞任 
取締役 岡本 史朗 就任 
 

 

 

 

 

 

 

 

（当事業年度に係る役員の報酬等の総額） 

区分 支給人数 報酬等の額 摘要 

取締役 1人 4,467千円  

監査役 0人 0千円  

計 0人 0千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 (注) 本報告書中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



別紙８ 

株式会社 Monzen Corporation Japan 計算書類等 

 

 

第 13期 
 

 

事 業 報 告 
 

 

 

自 2024 年   1 月 1 日 

至 2024 年 12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 Monzen Corporation Japan 

東京都世田谷区玉川一丁目 14 番１号 



 

Ⅰ．企業の現況に関する事項 

 

6． 事業の概況 

① 事業の経過および成果 

2024 年度第 13 期は、ビジネス主体（業務委託元）である Monzen Corporation 

Singapore Pte. Ltd.社においては為替の円安傾向が続き輸入事業にとって厳しい

環境となっております。 

当社のビジネスは、Monzen Corporation Singapore Pte. Ltd.社からの日本国内

における所定業務の受託となるため、固定の受託料を売上としており、前期と同様

40,800 千円となりました。前期は人件費が一時的に減少したため当期純利益がや

や増加しておりましたが、当期は総じて例年どおりの着地となっております。 

 

② 設備投資の状況 

該当はございません。 

 

③ 資金調達の状況 

該当はございません。 

 

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況 

該当はございません。 

 

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況 

該当はございません。 

 

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当はございません。 

 

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

該当はございません。 

 

⑧ 対処すべき課題 

コロナショックが落ち着きを見せ始めているものの国内医療機関にとっては様々

な薬剤の供給不足が続いています。また海外においても医薬品の輸出入規制の

厳しさが増している現状があります。 

 Monzen 事業としては、入手が難しくなっている医薬品をいかに国内医療機関に

お届けするかに注力し安定的な供給を継続し、かつサービスレベルを維持・向上

することが必要であると考えております。 



 

7． 財産および損益の状況の推移 

区     分 

2021 年度 

第 10 期 

 

2022 年度 

第 11 期 

 

2023 年度 

第 12 期 

 

2024 年度 

第 13 期 

(当事業年度) 

売 上 高 (千円) 40,800 40,800 40,800 40,800 

経 常 損 益 (千円) 2,439 3,568 2,406 6,195 

当 期 純 損 益 (千円) 1,450 2,680 1,619 4,032 

１ 株 当 た り 
当 期 純 損 益 

( 円 ) 72,519 133,980 80,959 201,633 

総 資 産 (千円) 78,539 76,436 79,478 98,434 

純 資 産 (千円) 36,107 38,787 40,405 44,438 

 

8． 主要な事業所 

名称 所在地 

本社 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス 

 

9． 従業員の状況 

区分 従業員数 前期比増減 

計 
4名 

（うち、派遣社員 2名） 
 増減なし 

    

 

10． 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

当社の親会社は楽天グループ株式会社であり、同社は当社の株式を 20 株（出

資比率 100％）保有しています。当社は親会社から取締役等の派遣を受け、出向

契約に基づき対価を支払うなどの取引を行っています。 

 

② 子会社の状況 

該当はございません。 

 

 

6. 主要な借入先及び借入額 

該当はございません。 

 



 

7. 余剰金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関

する方針 

  該当はございません。 

 

8. その他株式会社の状況に関する重要な事項 

  該当はございません。 

 

Ⅱ．会社の状況に関する事項 

 

3. 株式に関する事項 

⑤ 発行可能株式総数   普通株式 200株 

⑥ 発行済株式の総数   普通株式  20株 

⑦ 当事業年度末の株主数 1名 

⑧ 上位 10名の株主 

     当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 

株    主    名 持株数          議決権比率 持株数          出資比率 

 

楽 天 グループ株 式 会 社 

         株 

 20 

    ％ 

100 

          株 

－ 

        ％ 

   － 

 

4. 会社役員に関する事項 

地位 氏名 重要な兼職の状況 

代表取締役 加藤 達也 
Monzen Corporation Singapore Pte. Ltd. 

Managing Director 

 

（当事業年度に係る役員の報酬等の総額） 

区分 支給人数 報酬等の額 摘要 

取締役 1人 1,200千円  

監査役 － －  

計 1人 1,200千円  

 

 

 

 

 

 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 (注) 本報告書中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


